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訓子府町社会福祉協議会 

平成２９年１０月 No.１４２ 

くんねっぷ
 

※この社協だよりは、赤い羽根共同募金の助成の一部で発行しています。 

　８月９日、町スポーツセンターにおいて『第４０回高齢者スポーツ大会』
が開催され、町内の各老人クラブから、２２４名の会員が参加し、「ボール
送り」や「うまく入るかな」など、７つの競技を、年齢を感じさせない動き
で、はつらつとプレーしていました。参加人数で除する比率得点での優勝は
弥生万年青会、合計得点による総合優勝は柏丘老人クラブでした。おめでと
うございます。 

お　も　と 
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赤い羽根共同募金【運動期間：１０月１日～１２月３１日】 

歳末たすけあい募金【運動期間：１２月１日～１２月３１日】 
　歳末たすけあい募金では、町内で集められた募金の全てが訓子府町のために使
われます。ご協力いただいた募金は、主に町内の『単身高齢者』及び『ひとり親
世帯』を対象に歳末まごころプレゼントとして、民生委員をとおして贈呈されます。
各町内会、実践会を通し募金の協力をさせていただきますので、今年度につきま
しても、皆様のご協力をお願いいたします。 

　10月1日から全国一斉に「赤
い羽根共同募金運動」が始まり
ました。 
　皆様のあたたかい気持ちに支
えられ、町内における高齢者や
障がい者(児)への身近な福祉活
動だけでなく、その他の地域福
祉活動や自然災害による被災地、
被災者支援等、全国規模の支援
にも役立てられております。 
　今年度につきましても、本運
動の趣旨にご
理解いただき、
皆様のご協力
をよろしくお
願いいたしま
す。 

〔2〕くんねっぷ社協だより



●共同募金の仕組み 
　・共同募金は、事前に地域内の資金ニーズを勘案し、使い道の計画を立ててから募金を行う 
　　『計画募金』です。　 
　⇒訓子府町での今年度目標額は『１,１４１,０００円』です。 
 
　・地域で寄せられた募金の約８割はその地域で活用され、残りの約２割は道内の福祉に活用さ 
　　れます。 
　⇒北海道で集められた募金は全て北海道内で使われています。 
　　ただし、北海道共同募金会では、大規模災害が起こった際に活用される『災害等準備金』 
　　を積み立てており、毎年全道で集められた募金の３％を積み立てています。 
　　熊本地震災害へは、約１,２５０万円が拠出され、昨年８月に北海道で起きた台風災害につい 
　　ては、５つの災害ボランティアセンター及び1つのボランティア団体に約１,５６０万円が拠 
　　出され、北海道内を対象に初めて拠出されました。 
 
●訓子府町での使われ方 
　・訓子府町で集められた募金は一度、北海道共同募金会に送金され、翌年度に募金実績に応 
　　じた約８割が訓子府町に助成されます。 
　⇒平成２８年度の訓子府町での募金実績は、『１,１４３,９３７円』であり、平成２９年度の 
　　助成額は『９０５,９３７円(事務費70,000円含む)』でした。詳細は下記をご覧下さい。 

地域福祉事業費 
・ふれあい昼食会事業　　　250,937円 
・民児協クリスマス 
　　　お楽しみ会助成　　　150,000円 
・災害見舞金贈呈事業　　　  50,000円 
・社協だより発行事業　　　120,000円 
 
老人福祉費 
・交通安全杖配付事業　　　  17,000円 
・老人クラブ連合会助成　　  90,000円 

身体障害者福祉費 
・身体障害者福祉協会 
　　　訓子府分会助成　　　75,000円 
 
子育て、青少年福祉事業費 
・誕生証書贈呈事業　　　　20,000円 
・子ども会育成連絡協議会助成 
　　　　　　　　　　　　　63,000円 

子育て、青少年 
福祉費 9.9％ 

【事業助成額合計：８３５,９３７円】 

地域福祉事業費 
68.3%

老人福祉費 
12.8%

身障者福祉費 
9.0％ 
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平成２9年度 社協会員会費にご協力ありがとうございました。 平成２9年度 社協会員会費にご協力ありがとうございました。 

事業所名 事業所名 事業所名 事業所名 

　本年も、社会福祉協議会の賛助会員会費として、各町内会・実践会を通じて各世帯の皆
様からと、町内の事業所や商店等にご協力をいただきました。 
　納入いただいた会費は地域福祉事業等への貴重な財源として、有効に活用させていただ
きます。誠にありがとうございました。 

★一般会員会費　（１口  500円） 

★賛助会員会費（１口  1,000円） （順不同・敬称略） 

地　　区 
東 幸 町   
西 幸 町   
東 町   
元 町   
旭 町   
大 町   
仲 町   
栄 町   
若 富 町   
若 葉 町   
末 広 町   

戸　数 
140 
147 
161 
30 
96 
47 
17 
80 
80 
56 
155

金　　額 
70,000 
73,500 
80,500 
15,000 
48,000 
23,500 
8,500 
40,000 
40,000 
28,000 
77,500

地　　区 
日 出 町   
農　　試   
穂　　波   
柏　　丘   
日　　出   
大　　谷   
実　　郷   
緑　　丘   
協　　成   
開　　盛   
常盤・美園 

戸　数 
43 
4 
55 
45 
44 
21 
34 
26 
13 
10 
8

金　　額 
21,500 
2,000 
27,500 
22,500 
22,000 
10,500 
17,000 
13,000 
6,500 
5,000 
4,000

地　　区 
豊 坂   
清 住   
西 富   
北 栄   
駒 里   
弥 生   
福 野   
高 園   
ケアハウス 

戸　数 
17 
40 
33 
30 
22 
26 
40 
37 
15

金　　額 
8,500 
20,000 
16,500 
15,000 
11,000 
13,000 
20,000 
18,500 
7,500

合計 1,572戸 
786,000円 

合計89件 
361,500円 

ホクレン農業協同組合連合会 
訓子府実証農場 

訓子府貨物輸送㈱ 

富山産業㈱   

おおの車輌   

㈲訓子府新報社   

訓子府機械工業㈱ 

太田醸造㈲   

常照寺   

久島工業㈱   

カンリ運送㈱   

柴田石材工業所   

岡本興電社   

丸建工業㈱   

㈲訓子府運送社   

田村電気   

佐野看板塗装店   

焼肉たんちょう   

訓子府クリニック 

北海道クノール食品㈱ 

妙徳寺   

㈲ラブクリエイト 

㈱竹田商会   

斉藤商店   

湯本歯科医院 

奥原タイヤ   

羽前屋菓子舗   

有藤理容所   

㈲訓子府ハイヤー 

居酒屋　藤   

福士旅館   

訓子府町商工会   

福よし   

㈲武永塗装   

㈱マルニ薬局   

北見信用金庫訓子府支店 

大西美容室   

北のあかちょうちん　扇 

谷沢理髪店   

隆光寺   

シティマート くんねっぷ店 

㈱住吉商店   

清水屋   

エリカ美容室   

㈱酒のハシモト   

㈲坂井商店   

大町理容所   

よご商店 

渕上建築板金工業所 

山田整骨院   

髪工房すぎやま   

阿部左官工業所   

㈱小野寺   

ぷらっとカフェ 駅茶屋 

八巻たばこ店   

喫茶 ふれんど   

旅の宿 くんねっぷ 

㈲平野商店   

訓子府石灰工業㈱ 

ビューティーサロン・ヒロ 

菓子司 みやけ   

セブンイレブン 訓子府店 

長田商店   

ハート歯科   

泉山時計店   

㈱谷山新聞販売所 

JAきたみらい訓子府地区事務所 

銀平   

スナック ローゼ   

訓子府神社   

安藤木工製作所 

藤井理容所    

渡部電機    

宮前車輌工業㈱    

たけだ美容室    

八島鉄工場    

パーラーニュージャンボ 

最勝寺    

横川建設㈲    

末広ストアー    

㈱富山商店    

㈲東建築板金工業 

㈲下村運送訓子府営業所 

黒川管機工業所    

㈱ディ・エス・ジー 

㈱山田産業    

㈱成田喜八郎商店 

グループホームはるる 

くんねっぷ静寿園 

 

 

㈲訓子府清掃社 
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平成２9年度 社協会員会費にご協力ありがとうございました。 

≪サービス内容≫ 
　●身体介護 
　・食事の介助 ・排泄介助 ・服薬の見守り・入浴の介助・衣類の着替え ・車イスへの移乗 
　・外出の付添い ・簡単な運動のお手伝い等 
 
　●生活援助 
　・調理 ・洗濯 ・掃除 ・衣類の整理、補修 ・ベッドメイク ・買い物等 
　　 
　※上記に無いサービスにつきましても、お気軽にご相談ください。 
　※訪問には、資格を有する社協のホームヘルパーがお伺いいたします。 
 
≪利用料金≫ 
　●身体介護 
　30分未満：800円　30分～1時間未満：1,600円　1時間～1時間30分未満：2,400円　 
　※1時間30分以降、30分増すごとに600円 
　 
　●生活援助 
　30分未満：600円　30分～1時間未満：1,200円　1時間～1時間30分未満：1,800円 
　※1時間30分以降、30分増すごとに600円 
 
≪その他≫ 
　●利用可能な日時 
　月曜日から日曜日までの午前8時から午後6時まで。 
　※祝日及び12月30日から1月4日までは休業。（ご希望がある場合はご相談下さい。） 

　社会福祉協議会では、『介護保険制度以外の独自の訪問介護サービス』を実施しています。対
象は介護保険以外のサービスが必要な方で、入院中の一時退院や見守りが必要な方、日常生活で
お世話が必要な方です。サービス内容・料金につきましては、下記をご覧ください。 

社協の訪問介護サービス 

　○応募資格・免許 
　　①資格【介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）以上】 
　　②免許【普通自動車免許】　  ③訓子府町居住者 
　○賃金 
　　①時給【1,000円～】 ②最低補償【月額　30,000円】 ③期末手当【6月、12月】　 
      ※②、③は勤務状況による 
　○勤務条件 
　　①勤務時間【8時30分～17時30分の内１日５時間以内】 
　　②勤務体制【１週間あたり平均就業日数５日間以内、月15日程度】 
　　③有給休暇有　　　④労災保険加入　　　⑤通勤手当制度有 
　○応募方法 
　　お電話の上、履歴書をご持参（郵送可）下さい。※応募締切：随時 

　★日中少しだけ働ける方、土曜、日曜だけ働ける方など、ご相談下さい。 

社協のパートホームヘルパーを募集しています 

お困りごとは 
　ありませんか？ 
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▽香典返しにかえて 
・芦　野　テル子　　様（駒　里） 
・井　幡　輝　子　　様（緑　丘） 
・早　坂　政　雄　　様（若富町） 
・名　和　光　雄　　様（緑　丘） 
・森　岡　ユリ子　　様（穂　波） 

▽福祉のために 
　・RUN伴訓子府実行委員会　　様  
▽ふるさとまつりの益金を 
　・北見信用金庫訓子府支店　　様  
▽盆踊り大会賞金の一部を福祉のために 
　・笑輪楽々組　　様 

　経済的な理由で一時的に資金を必要とする町民に対して生活資金を、また、負傷又は疾病の
療養に必要な経費及びその療養期間に生計を維持するための医療資金を貸し付けることにより、
安定した生活を送れるようにすることを目的に、福祉資金を貸付けいたします。 
貸付対象、要件 
①訓子府町に住所を所有し、返済意思があること 
②世帯主または主として当該世帯の生計を維持している者 
③貸付にあわせて必要な支援を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、 
　独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる者(生活資金のみ) 
④医療費に係わる経費を必要とするもの(医療資金のみ) 
　・医療費の支払いが貸付け金額の概ね５割以上であること 
　・医療機関が発行する領収書等を２ヶ月以内に提示すること　　　　　　　　　　　　 
※限度額は原則５万円とし、医療資金の貸付については連帯保証人の必要はありません。 
　詳しくは社会福祉協議までお問い合わせください。 

　体が不自由な方や、一時的な入院、外出の
際の手助けになればと無料で車イスを貸し出
しています。 

車イスをお貸しいたします 

　ご希望の方はいずれも、社会福祉協議会ま
でお申し出ください。 

夜光反射材付きの杖を 
無償で配付しています 

　ボランティアセンターでは、ボランティア
の利用者を募集しています。 
　日々の生活の中でお困りのことはありませ
んか。『日中の話相手がほしい』、『散歩の
時、横にいてほしい』、『窓掃除を手伝って
ほしい』など、ちょっとした困りごとでもか
まいません。まずはボランティアセンターま
でご相談ください。 
　また、ボランティア活動をしてみたい人、
団体を随時募集しています。登録に関する詳
しい内容については、社会福祉協議会までお
問い合わせ下さい。 

　あたたかいご寄付をお寄せいただき、厚くお礼申し
上げます。皆様のご厚意に感謝し、地域の福祉活動に
活用させていただきます。 
（平成29年７月11日～平成29年９月10日） 

生活資金・医療資金を貸付いたします 

ボランティア利用者を 
募集しています！ 

ふまねっと運動で 
健康づくり 

あたたかいご寄付を 
ありがとうございます 

　ふまねっと運動は50㎝四方のマス目でできた
大きな「ネット」を床に敷き、この「ネット」
を踏まないようにゆっくり慎重に歩く運動です。
ゆっくり一歩一歩、慎重に歩くことで歩行機能
の改善が得られ、また、マス目を利用したステ
ップがたくさん用意されており、考えながら歩
くことにより認知機能を改善する効果もあります。 
　運動の際には必ずインストラクターの指導が
必要となります。興味のある方は社会福祉協議
会までお申込み下さい。 
※指導は「訓子府ふま
ねっとクラブ」のメ
ンバーが行います。 
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